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定期監査の結果について 

 

 

地方自治法第 199 条第 4 項の規定に基づき、定期監査を実施したので、同条第

9 項によりその結果を提出し、かつ、公表する。 

 

記 

 

1 監査の対象    直方市教育委員会 こども育成課 

 

2 監査の期間    令和 3 年 10 月  1 日から 

令和 3 年 10 月 29 日まで 

 

3 監査の要領 

今回の定期監査は、令和 3 年度（令和 3 年 8 月末日現在）における教育委員会

こども育成課の所管に係る財務事務等を対象に関係資料の提出を求め、職員から

説明を聴取し実施した。 

 

4 監査の結果 

こども育成課は 2 係で構成され、職員は、参事 1 人、参事補 2 人、主査 4 人、

主任 1 人、主事 1 人、主事補 1 人、会計年度任用職員 2 人の総計 12 人となって

いる。 

各係の分掌事務については、こども育成係では、特定教育・保育施設及び地域

型保育施設、特定教育・保育施設の指導監査、特定教育・保育の支給認定・給付、

幼稚園に関すること、放課後児童健全育成事業、学童施設の整備・営繕、子ども・

子育て支援事業計画、子ども・子育て支援交付金の取りまとめ、児童手当に関す

ること等。 

幼児教育推進係では、直方市地域子育て支援センターの管理、あそびの広場、

利用者の支援事業、子育て情報の発信、セカンドブック及び親育ち講座、子育て



応援リユース協働事業、ファミリー・サポート・センター事業、特定教育・保育

施設の指導監査、病児保育、幼児教育支援事業に関すること等、これらの業務を

執行されている。 

 

(1)予算の執行状況等 

歳入は、予算現額 27億 2,639万 7,000円に対し、調定額 4億 7,274万 5,892

円で、収入済額は 3 億 6,560 万 4,664 円となっている。 

予算現額に対する収入済額の比率は 13.41％、調定額に対する収入済額の比

率は 77.34％である。 

予算現額に対する収入済額の比率が低いのは、負担金で、保育所運営費徴収

金 6,587 万 3,880 円、使用料で、学童保育所使用料 3,032 万 6,060 円、国

庫負担金で、保育所施設型給付費負担金 8 億 4,862 万 3,000 円、児童手当国

庫負担金 4 億 6,367 万 2,000 円、幼稚園施設型給付費負担金 1 億 6,565 万

3,000 円、国庫補助金で、放課後児童健全育成事業費補助金 4,476 万 6,000

円、幼児教育無償化補助金 2,323 万 6,900 円、県負担金で、保育所施設型給

付費負担金 3億 5,599万 1,000円、児童手当県費負担金 9,719万 1,000円、

幼稚園施設型給付費負担金 8,282 万 6,000 円、県補助金で、放課後児童健全

育成事業費補助金 4,300 万 4,000 円、幼児教育無償化補助金 1,299 万 8,251

円、幼稚園施設型給付費補助金 5,880 万 8,000 円等が未収入のためであり、

年度内には収入される予定である。 

歳出は、予算現額 36 億 2,532 万 1,000 円に対し、支出済額は 12 億 5,854

万 2,693 円で、執行率は 34.72％となっている。 

執行率がやや低いのは、民生費の児童福祉費では、児童福祉総務費の委託料

で学童保育所運営委託料 1 億 3,083 万 2,008 円、児童措置費の扶助費で児童

手当扶助費 6 億 5,743 万 5,000 円、保育事業費の負担金補助及び交付金で障

がい児保育事業補助金 2,860万 8,000円、延長保育事業補助金 1,788万 4,000

円、保育体制強化事業補助金 1,680 万円、扶助費で児童福祉施設扶助費 9 億

8,094 万 8,290 円、認定こども園施設型給付費 9,702 万 6,080 円等、教育費

の教育総務費では、幼児教育振興費の負担金補助及び交付金で一時預かり事業

（幼稚園型）補助金他 5 件 2,097 万 4,000 円、扶助費で幼稚園施設型給付費

2 億 8,307 万 8,959 円、認定こども園施設型給付費 3,266 万 6,956 円、私立

幼稚園無償化給付費 4,442 万 2,150 円等が未執行のためであるが、これらは

いずれも年度末までに執行される予定である。 

こども育成課が、令和 3 年 4 月 1 日から、令和 3 年 8 月末日までの間に実施

した主な事務事業に係る歳入歳出は、次のとおりである。 

 歳入の主なものは、負担金では、児童福祉費負担金の保育所運営費徴収金

3,026 万 120 円、使用料では、児童福祉使用料の学童保育所使用料 1,664 万

2,940 円、国庫負担金では、民生費国庫負担金の児童手当国庫負担金で 1 億

9,812 万 4,000 円、国庫補助金では、児童福祉費補助金の新型コロナウイル

ス感染症セーフティネット強化交付金 5,885 万円、幼児教育無償化補助金 966



万 2,100 円、県負担金では、民生費県費負担金の児童手当県負担金 4,847 万

6,000 円等が収入されている。 

  歳出の主なものは、民生費の児童福祉費では、児童福祉総務費の委託料で学

童保育所運営委託料他 1 件 9,392 万 9,915 円、児童措置費の扶助費で児童手

当扶助費 3 億 4,627 万 5,000 円、保育事業費の扶助費で児童福祉施設扶助費

他 2 件 6 億 6,049 万 630 円等が支出されている。 

なお、最近 3 ヵ年の保育所の入所状況と児童手当の給付状況、学童保育所要

保護児童入所者数の推移は次表のとおりである。 

 

保育所の入所状況（広域入所含む） 

(令和 3 年 8 月末日現在) 

年度 施設名 
定員

（人） 

入 所 児（人） 運営費支弁額（円） 

施設型委託料 
4 歳 

以上児 
3 歳児 

3 歳 

未満児 
計 

令和 

3 年度 

丸山保育園 90 40 16 37 93 43,197,020 

西徳寺保育園 150 54 29 52 135 49,674,630 

新生第二保育園 80 31 15 39 85 44,155,110 

萬福寺さくら保育園 170 54 23 48 125 45,808,400 

浄蓮寺保育園 90 30 16 32 78 35,685,520 

感田保育園 120 50 25 60 135 57,370,800 

おんがの保育園 60 28 12 34 74 43,161,780 

新生第一保育園 60 28 7 24 59 30,320,030 

新入ひまわりこども園 155 59 32 63 154 66,296,680 

ポッポ保育園 90 36 21 49 106 52,635,750 

下境保育園 70 32 16 30 78 38,534,700 

植木保育園 110 43 18 35 96 39,533,960 

若草保育園 150 53 24 60 137 55,034,670 

中央保育園 60 0 0 71 71 55,586,240 

市外保育園 ― 15 8 18 41 15,247,984 

計 1,455 553 262 652 1,467 672,243,274 

令和 2 年度末措置児童数 ― 554 278 684 1,516 1,683,320,048 

令和元年度末措置児童数 ― 562 287 716 1,565 1,677,692,794 

 

児童手当等の給付状況 

(令和 3 年 8 月末日現在) 

種   別 年 度 受給者数（人） 支  出  額（円） 

児童手当 

令和元年度 4,015 953,235,000 

令和 2 年度 3,967 948,860,000 

令和 3 年度 3,838 313,575,000 



学童保育所要保護児童入所者数の推移 

 (令和 3 年 8 月末日現在) （単位：人） 

  年 度 

区 分 
経営主体 

令和 

3 年度 

令和 

2 年度 

令和 

元年度 

平成 

30 年度 

平成 

29 年度 

感田学童クラブ 
(A、B、C、D) 

福岡県高齢者 

福祉生活協同組合 
143 146 123 143 129 

下境学童クラブ(A、B) 〃 68 81 80 88 72 

上頓野学童クラブ(A、B) 〃 95 98 114 107 88 

新入学童クラブ(A、B) 〃 79 77 81 77 69 

直方西学童クラブ 〃 30 32 36 36 30 

直方北学童クラブ(A、B) 〃 106 95 90 80 67 

中泉学童クラブ 〃 11 18 15 13 18 

福地学童クラブ 〃 41 37 42 39 39 

直方南学童クラブ 〃 24 31 30 25 19 

直方東学童クラブ(A、B) 
特定非営利活動法人 

学童保育協会 
81 81 91 93 90 

植木学童クラブ(A、B) 
特定非営利活動法人 

プラタナス 
60 58 73 68 80 

合計 738 754 775 769 701 

 

また、教育費の教育総務費では、幼児教育振興費の扶助費で、私立幼稚園施

設型給付費他 3 件 1 億 5,294 万 7,935 円等が支出されている。   

  なお、最近 3 ヵ年の幼稚園の入所状況は次表のとおりである。 

 

幼稚園の入所状況 

(令和 3 年 8 月末日現在) 

年

度 
施設名 定員（人） 

入 所 児（人） 運営費支弁額（円） 

（施設型委託料） 4 歳 

以上児 
3 歳児 

3 歳 

未満児 
計 

令

和 

3

年

度 

清光寺幼稚園 14 4 4 0 8 5,435,540 

下境幼稚園 65 29 13 1 43 12,484,388 

大和幼稚園 180 88 54 18 160 40,759,752 

直方セントポール幼稚園 45 22 13 2 37 15,182,352 

浄福寺幼稚園 100 58 19 5 82 21,945,830 

新入幼稚園 45 24 11 1 36 12,988,919 

西徳寺幼稚園 75 33 12 0 45 13,751,710 

市外幼稚園入所分 ― 3 0 0 3 622,550 

認可外保育所入所分 ― 4 0 0 4 444,000 

計 524 265 126 27 418 123,615,041 

令和 2 年度末措置児童数 ― 298 121 82 501 343,529,035 

令和元年度末措置児童数 ― 97 43 27 167 88,517,529 



今年度、就学前教育・保育及び家庭教育の支援や地域子育て支援センター機

能の強化を図るため、こども育成課に幼児教育推進係が新設された。幼児教育

推進係では、子どもたちの健やかな成長のため、病児保育や子育て応援リユー

ス協働事業等の支援充実に取組まれている。 

なお、最近 3 ヵ年の地域子育て支援センター利用状況、相談・指導件数、フ

ァミリー・サポート・センター事業会員数・援助活動数、病児保育の利用状況、

子育て応援リユース協働事業（りちゃいけ）事業実績は次表のとおりである。 

 

地域子育て支援センター利用状況の推移 

(令和 3 年 8 月末日現在)  

 区分 

年度・月 

相談・指導

（人） 

あそびの広場

（組） 

出張あそびの

広場（組） 

育児講座参加

者数（講座数） 
総来所数（人） 

平成 29 年度 242 3,211 ― 2,185（71） 9,026 

平成 30 年度 21 1,023 1,093 149（36） 4,922 

令和元年度 85 1,464 912 1,825（58） 4,916 

令和 2 年度 156 696 302 333（21） 2,114 

 

令

和 

3 

年

度 

4 月 

5 月 

 

14 

17 

 

101 

61 

 

24 60（4） 272 

5 月 17 61 0 31（3） 129 

6 月 17 

 

 

81 13 47（3） 199 

7 月 11 

11 

 

58 28 39（3） 200 

8 月 11 

 

26 13 19（2） 85 

合計 70 

 

327 78 196（15） 885 

 

 

地域子育て支援センターでの相談・指導件数内訳 

  (令和 3 年 8 月末日現在) （単位：件）  

年度 
相談 

件数 

相談・指導内訳（重複あり） 

しつけ・ 

生活習慣 
発達 育児不安 家庭 その他 

令和元年度 74 22 21 1 3 27 

令和 2 年度 156 33 44 5 7 67 

令和 3 年度 70 17 12 3 0 38 

 

 



ファミリー・サポート・センター事業会員数・援助活動数の推移 

(令和 3 年 8 月末日現在)  

区分   

年度・月 

まかせて 

会員数（人） 

おねがい 

会員数（人） 

どっちも 

会員数（人） 

会員数 

合計（人） 

救助活動数

（回） 

平成 29 年度 57 191 81 329 313 

平成 30 年度 60 181 83 324 301 

令和元年度 63 182 84 329 139 

令和 2 年度 76 176 80 332 10 

 

令

和 

3 

年

度 

4 月 

5 月 

 

80 

17 

 

163 

61 

 

75 318 0 

5 月 80 

 

163 

 

75 318 0 

6 月 80 

 

 

163 

 

75 318 0 

7 月 80 

 

11 

 

160 75 315 0 

8 月 80 

 

159 

 

75 314 0 

 

病児保育の利用状況 

(令和 3 年 8 月末日現在) （単位：人） 

施設名 
ひよこハウス 

（あざかみこどもクリニック） 

メリーハウス 

（鞍手乳児院） 合計 

年 度 区分 一般 非課税 生保等 計 一般 非課税 生保等 計 

平成 

29 年度 

第1子 126 1 31 158 99 0 47 146 304 

第2子以降 4 0 2 6 0 0 0 0 6 

計 130 1 33 164 99 0 47 146 310 

平成 

30 年度 

第1子 239 0 27 266 109 5 15 129 395 

第2子以降 12 0 8 20 11 0 0 11 31 

計 251 0 35 286 120 5 15 140 426 

令和 

元年度 

第1子 175 29 27 231 93 9 6 108 339 

第2子以降 12 0 6 18 2 0 0 2 20 

計 187 29 33 249 95 9 6 110 359 

令和 

2 年度 

第1子 94 4 10 108 39 0 33 72 180 

第2子以降 12 0 0 12 0 0 6 6 18 

計 106 4 10 120 39 0 39 78 198 

令和 

3 年度 

第1子 54 0 5 59 55 0 18 73 132 

第2子以降 2 0 0 2 1 0 8 9 11 

計 56 0 5 61 99 0 26 82 143 

計 

第1子 688 34 100 822 395 14 119 528 1,350 

第2子以降 42 0 16 58 14 0 14 28 86 

計 730 34 116 880 409 14 133 556 1,436 



子育て応援リユース協働事業(りちゃいけ)事業実績 

(令和 3 年 8 月末日現在) （単位：品） 

年    度 持ち込み数 譲り受け数 

平成 29 年度 16,606 12,011 

平成 30 年度 15,438 14,702 

令和元年度 22,110 19,827 

令和 2 年度 10,190 9,460 

令和 3 年度 6,078 4,932 

開設日・・・原則月・木曜日、第 2 日曜日 

※令和 2 年度  新型コロナウイルス感染症のため、開設日縮小(5 月、6 月は休止) 

※令和 3 年度  新型コロナウイルス感染症のため、開設日縮小(8 月、9 月は休止) 

まん延防止等重点措置期間等の制限・・・持ち込み不可、譲り受け数 20 点迄、来所者の

滞在時間 15 分迄。 

 

(2)経理事務の手続き等 

経理事務については、支出負担行為票その他関係諸帳簿等照合審査の結果、

いずれも符合していた。 

備品については、庁舎及び学童保育の施設について備品検査を行ったが、庁舎

内となっている一部の備品について所管替え後の整備漏れが見受けられたため、

早急な整備を指導した。 

 

(3)指摘事項について 

次のような取り扱いが見受けられたので、適正に処理されたい。 

件名 指摘の事実 指摘の根拠 監査委員意見 

文書事務について 

 

放課後児童クラブに関する
補助金など、メールで送られ
てくる依頼文書の受付処理
を、それに対する提出文書の
決裁の際に行っているもの
が多数見受けられた。 
また、希望の保育所に入所で
きなかった証明の申請書に、
受付印が押印されてないも
のが、多数見受けられた。 
 

直方市文書規程第11条第 1

号 
文書を受領したときは、速や
かに受付印を押印し、文書管
理システムに所定の事項を
記録し、文書番号を記入する
ものとする。 
 

規定に基づいた適正な事
務処理をされたい。 

令和3年度普通交付税の算定
に用いる基礎数値について
の依頼文書（直教こ第32号）
に対する回答に、新しく文書
番号（直教こ第 51号）を付
番しているものが見受けら
れた。 

直方市文書規程第8条第1項
第4号 
収受した文書に対して文書
を発送する起案を行うとき、
又は発送した文書に対して
文書を収受するときは、その
収受し、又は発送した際の文
書番号をもって行うものと
する。 

往復文書については、同じ
文書番号を使用し適正に
事務処理をされたい。 

 



備品について 所管変更の事務処理がなさ
れていないものが複数見受
けられた。 

直方市財務規則第187条 
物品出納員は、必要があると
きは課相互間において了解
のうえ、備品所管替申請書に
より保管替えをすることが
できる。この場合において、
各課の物品出納員は、会計管
理者に報告しなければなら
ない。 

規定に基づいた適正な事
務処理をされたい。 

 

以上がこども育成課に関する定期監査の結果である。 

こども育成課は、児童福祉法、子ども・子育て支援法、児童手当法、その他関

係法令に基づき事務事業を遂行され、幼児教育・保育の提供・子育ての支援充実

に取組まれている。 

国においては幼児教育・保育・地域の子ども・子育て支援を総合的に推進する

ことを目的に平成 24 年 8 月に子ども・子育て関連三法を制定し、平成 27 年 4 月

から幼児期の学校教育や保育、地域の子育て支援の量の拡充や質の向上を進める

「子ども・子育て支援新制度」を施行することとなった。それに伴い市町村にお

いては、地域の子育ての状況や子育て支援のニーズをしっかり把握し、5 年間を

計画期間とする「市町村子ども・子育て支援事業計画」を策定し、実施すること

が義務づけられた。 

直方市では、平成 27 年度からの 5 年間を 1 期とする「直方市子ども・子育て

支援事業計画」を策定され、病児保育事業の開始や保育所保育料の第二子無料化、

学童クラブの施設整備、学童保育料の多子世帯軽減、相談・支援体制の充実など、

子どもと保護者に必要な支援を行い、妊娠、出産から学童期に至るまでの家庭を

切れ目なく支援するための施策を推進されてきた。 

また国においては、「子ども・子育て支援新制度」で示された、消費税引き上げ

の増収分が活用され、令和元年 10 月から満 3 歳以上の幼児教育の無償化も開始

されている。 

本市では令和元年度以降、待機児童が発生した主な要因の一つとして、保育士

の不足があると判断され、直方市保育協会と協力し、合同就職説明会を開催する

など保育士確保に取り組まれている。又、保育士の就業継続及び離職防止を図り、

保育士が働きやすい職場環境を整備することを目的とし、保育体制強化事業補助

金制度を創設された。 

令和 2 年度から、アンケート調査や子育て支援関係機関にヒアリングを実施さ

れるなど、子育てニーズや意見を反映させた「第 2 期直方市子ども・子育て支援

事業計画」をスタートしている。 

近年、出生率の低下の背景には、婚姻率の低下、晩婚化の進行があり、加えて

女性の社会進出、働き方の多様化や核家族化の進展、地域のつながりの希薄化な

ど子育て家庭における環境が大きく変化している。 

そのような中、低年齢児からの保育のニーズの増加など、求められる支援に対

応するため、令和 3 年度から幼児教育推進係が新設され、就学前の教育や保育に



対する支援の強化を目指している。 

直方市では待機児童対策はもちろん、保育施設の老朽化対策、保育士・幼稚園

教諭といった人材の確保と同時に資質向上への研修に取組み、義務教育との円滑

な接続の施策を検討されている。 

一方、本市の施策方針の一つである、まち中への子育て支援センターの移設に

ついては、中心市街地への活力と「子育て世帯の拠り所」をどのようにすり合わ

せていくか関係部署と調整するなど慎重に協議されたい。 

新型コロナウイルス感染症の拡大により、幼児教育や保育の現場でも、閉塞感

があり、先行きに不安視もあるが、国際化や AI と共生する社会では、得た知識

をどのように活用するかが求められている。人格形成の基礎が培われる幼児教育

が、「新しい時代をたくましく生き抜く人づくり」の出発点となり、直方市の将来

を担う子どもたちの健全な育成となることを切に願うものである。 

 


